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　日本高等教育評価機構は、今年創立10 周年を迎えました。
創設から今日に至るまで、当機構の運営・認証評価事業に格
別のご支援とご協力をいただきました多くの関係者の皆様方に
厚く御礼申上げます。
　当機構の設立に当たっては、平成12（2000）年から日本私立大
学協会常務理事の故原野幸康氏と日本私立大学協会附置私学高
等教育研究所初代主幹の故喜多村和之氏を中心に第三者評価に
ついて調査・研究が進められ、平成16（2004）年に日本私立大学
協会の寄附を受け私立大学などに対して第三者評価を実施する財
団法人として発足しました。その後、平成17（2005）年に大学機
関別認証評価機関、平成21（2009）年に短期大学機関別認証評
価機関、平成22（2010）年にファッション・ビジネス系専門職大学
院認証評価機関としてそれぞれ文部科学大臣から認証を受け、こ
れまでに延べ328大学、1短期大学、1ファッション・ビジネス系専
門職大学院の評価を実施し、公表してきました。また、平成24
（2012）年4月には公益法人改革関連法に基づき、内閣総理大臣か
ら公益財団法人の認定を受けて「公益財団法人日本高等教育評
価機構」として新たに出発しました。

　大学等の機関別認証評価制度は、平成22（2010）年度に第1期
を終えて、第 2 期に入りました。第1 期時の認証評価は、「認証
評価のための自己点検・評価」と言われ、評価疲れが問題視され
ていましたが、経験を踏まえて、各大学の自主的な質保証のため
の本来の自己点検・評価の実施状況を検証し、各大学の個性・

理事長挨拶

創立10周年を迎えて

特色を伸張することを新たな目的として、認証評価事業に取組ん
でおります。更に、次期の第 3 期に向けた「認証評価の在り方」
の検討に着手しました。

　今後の認証評価は、大学が国によって定められた一定基準に適
合しているとして認可されていることから、その基準が守られてい
るかの検証は当然のことでありますが、より多様化、重層化が進
展する大学活動を踏まえ、各大学が目指す大学教育の質的保証や
個性化・特色を発展させるお手伝いをすることがピア・レビュー
の基本精神であると考えています。そのためには、当機構として
も評価の在り方の研究に力を注ぎ、グローバル化や地域活性化の
主役たる大学の果たす役割が多様化している時代の大学評価の在
り方を示し、大学活動がより一層活性化することへの手助けがで
きればと思います。更に、評価文化が醸成され、誰からも信頼さ
れる機関となることを願っています。

　最後になりましたが、当機構の設立に当たり、当機構の母体で
ある日本私立大学協会の大沼淳会長をはじめ、当機構の佐藤登
志郎初代理事長、髙倉翔初代副理事長及び原野幸康初代専務理
事各位のご尽力、お力添えがあったからこそ、この10 周年という
記念すべき節目を迎えられたことに、改めて心より感謝申上げます。
　これからも、我が国の高等教育の発展に寄与できる第三者評価
機関となるよう、努力して参る所存です。今後とも皆様のご指導と
ご支援を賜りますようお願い申上げます。
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　21世紀の初頭に「知識基盤社会の時
代」と叫ばれ、人材育成や学術研究を
担う大学には、国際的競争力の強化や
国際普遍性の向上等が強く求められるこ
とになった。
　平成14（2002）年8月には、中央教育審議
会が「大学の質の保証に係る新たなシス
テムの構築について」を答申し、改革案が
提言された。
　そして、平成14（2002）年 11月には、学
校教育法の改正により、全ての大学に第
三者評価が義務付けられ、大学は教育研
究、組織運営等の状況を自己点検評価す
るとともに、文部科学大臣に認証された
認証評価機関による第三者評価を受けるこ
とになり、平成16（2004）年4月から施行
されることになった。
　日本私立大学協会は、それに先立ち、
平成 12（2000）年に附置私学高等教育研
究所を設置し、平成 3（1991）年の「大学
設置基準の大綱化・簡素化」の改正に伴
う「大学評価の在り方」などについて調査・
研究を進め、「私学の適性に配慮した評価」
を主眼とする第三者評価機関の在り方を精
力的に研究し、本協会会長を発起人代表と
して独自の評価機関を創ることにした。
　その結果、平成16（2004）年には「日本
高等教育評価機構」を創設することにな
り、翌平成17（2005）年には文部科学大

日本私立大学協会
会長

大沼　淳
財団法人日本高等教育評価機構　
設立発起人代表

臣の認証を受けた。
　社会構造が激変する今日、私立大学は
多くの課題を抱えているが、各大学が伝統
ある建学の精神に則って、教育の理念・目標
を明確にし、それぞれに個性ある大学を目指
さなければならない。学内の改革に取組む
とともに、社会への説明責任も果たさなけ
ればならない。そのためにも、義務化され
た第三者評価を有効に機能させたいもので
ある。したがって、評価機関は評価を通し
て受審大学への改革の助言をするなどし、
受審大学を励ますことを主眼とするべきで
あり、単に評価基準によって評価すればい
いというものではない。
　一方、大学としても認証評価を受審する
ことが目的ではなく、今後の大学発展のた
めの改善の手段と考えなければならない。
そして評価を通して大学の発展につなげて
こそ真の意味がある。
　さて、今年で日本高等教育評価機構が
生まれて早くも10年が過ぎる。発起人代表
をつとめた私にとっては、誠に感無量なも
のがある。創設に向けた調査・研究・海外
視察などにご尽力いただいた多くの関係者
の皆さん、特に今は亡き喜多村和之氏（附
置私学高等教育研究所元主幹）、また、
原野幸康氏（日本私立大学協会元常務理事・
日本高等教育評価機構元専務理事）のお二
人に対して、改めて感謝を申し上げたい。
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創立10周年誌発刊を祝して

日本私立大学協会　常務理事
日本私立大学協会附置　
　私学高等教育研究所　所長

中原  爽

　公益財団法人日本高等教育評価機構理
事長黒田壽二先生から、日本高等教育評
価機構創立10 周年記念誌作成にかかわる
原稿執筆のご依頼がございました。
　執筆にあたり、故原野幸康日本私立大学
協会常務理事・事務局長の事柄に触れた内
容でまとめてみますとお答えをいたしまし
た。もちろん、当時の原野幸康氏は、財団
法人日本高等教育評価機構専務理事・事務
局長を兼ねておられました。
　そして、評価機構設立母体である日本私
立大学協会の業務として「私学の特性に配
慮した評価システムのあり方」のプロジェ
クトチームを結成され、基本策を取りまと
められた経緯でした。当時、その評価の目
的は「受身的な評価ではなく、建学の精神
を踏まえた建設的な自己研究・診断・改革
を基礎とした基準により、可能な限り定性
的評価を行うことである」と述べられてい
ます。その後の経過では、平成16（2004）
年11月文京学院大学（仁愛ホール）で、評
価機構設立の概要と評価基準の説明会が
実施されましたが、この講演が私が原野
幸康事務局長と一緒に行った評価機構に
かかわる最後の仕事でした。
　今後の10年間も、引続き公益財団法人と
しての評価機構の事業を変わりなく進めな
ければなりませんが、評価機構自体も、ま
た評価を受ける大学も社会情勢と内部ガバ

ナンスのあり方などの影響を受けても、原
野幸康氏が述べられた「評価の目的」を忘
れることなく、その都度の時代変化に対す
る適応が必要であると考えます。
　私ごとですが、私は昭和47（1972）年4月
から、所属大学の教務部長として日本私
立大学協会教務委員会に加わった時点から、
現在まで42年が経過しましたが、この経過の
中で初代の矢次事務局長から、現小出秀文
事務局長の歴代の事務局長のご厚誼を受け
てまいりました。現在は、日本私立大学協
会附置私学高等教育研究所所長を任命され
ています。原野幸康氏は平成12（2000）年
に喜多村和之博士を迎えてこの研究所を設
立され、私も研究所規定の作成などをお
手伝いしたことを思い出します。
　喜多村和之博士は平成25（2013）年12月、
ご逝去され平成 26（2014）年 1 月開催の私
大協会理事会で黙祷の儀を捧げたところで
あります。また、原野幸康氏のご葬儀にお
けるご子息のご挨拶では、ご遺言はなく、
父は退院後も更に財団・評価機構の仕事に
取組むつもりであったとのご挨拶でした。
引続き財団の新たな法制化に即した対応を
考えておられたのです。
　以上ですが、過日、評価機構の設立にかか
わった者として、公益財団法人日本高等教育
評価機構の今後益々のご隆盛を心から祈念
申し上げて、愚見の取りまとめといたします。
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公益財団法人 日本高等教育評価機構
顧問・前副理事長

髙倉　翔

証評価制度は、平成 16（2004）
年度から始まって、今年で 10年目

を迎えています。この評価には、7年以内
ごとの機関別と 5 年以内ごとの専門分野
別の二つありますが、日本高等教育評価
機構（以下「評価機構」という。）は、
平成 16（2004）年度にまず財団として設
立され、平成 17（2005）年度から主に機
関別の評価を中心に行ってきました。私
は、「評価機構」の設立母体である日本
私立大学協会の大学評価問題検討委員会
の委員長として法人設立に関わり、設立
後は、副理事長として運営に携わってきま
した。また、平成 3（1991）年以降の自
己点検・評価から認証評価の導入まで深
く関わってきた者として、まず『これまで』
を振り返ってみたいと思います。
　平成 3（1991）年の大学設置基準の大
綱化に伴い自己点検・評価が努力義務化
された直後に、私は、筑波大学から派遣
され、アメリカの大学や評価機関を調査し
ました。マサチューセッツのハーバード大
学や MIT、ナッシュビルにある南のハー
バードと呼ばれるバンダービルト大学など
の 9 大学を訪問調査しました。ワシント
ンD.C.では、複数あるアクレディテーショ
ン機関を取りまとめる包括的団体であ
り、現在の CHEA（Council for Higher 
Education Accreditation）の前身である
COPA（Counci l on Postsecondary 
Accreditation）を訪問しました。その玄関
には「自発的なアクレディテーションによ
る教育の質保証」（Quality Assurance 
in Educat ion through Volunta ry 
Accreditation）というプレートが掲げら
れていたことが強く印象に残っています。
　その翌年、私は、アメリカのオハイオ州
立大学の上席客員教授（DVP）として大

学院で教鞭をとっていました。ちょうどそ
の時期に、大学は専門分野別アクレディ
テーションを受け、私も実際に自己点検・
評価の作業等に従事しました。この評価
を受けた後に「アクレディテーション台
風」というタイトルで論説を書いたぐら
い衝撃的で、実地調査終了後は、まさ
に台風一過のようでした。また、NCATE
（National Council for Accreditation of 
Teachers Education）という教員養成の
専門分野別アクレディテーション団体の
評価員の一員としてもサイト・ビジットに
参加しました。このように、「評価を受け
る立場」と「評価をする立場」の両方を
幸いにもアメリカで経験することができま
した。

成 14（2002）年に中央教育審議
会が「大学の質の保証に係る新

たなシステムの構築について（答申）」を
出しました。私は、この時の審議会委員
として、更に、大学分科会の将来構想部
会の副部会長として、実質的な責任者と
して答申の取りまとめに大きく関わりまし
た。答申後は、審議が不十分で急ぎすぎ
ていたのではないか、実施することが目
的であって、質の改善は重要視していな
いのではないか、などの批判がありまし
た。また、認証評価の定義があいまいで、
「評価」するのか「認証」するのか、な
どの質問も多くありました。
　認証評価が始まった当時は、「やっと間
に合った認証評価」「大丈夫か 700」など
と言われていました。既に評価を実施し
ていた欧米諸国などの先進国にやっと追
いついたということと、同時に 700校ある
日本の大学を本当に評価できるのかとい
う懸念でした。

認

平

認証評価　―『これまで』と『これから』―



第1章 発刊に寄せて

009

証評価のもととなる自己点検・評
価は、古くは臨時教育審議会当時

から議論されておりましたが、実際には平
成 3（1991）年の大学設置基準の大綱化
の時に設置基準で自己点検・評価が努力
義務化され、平成 11（1999）年には実施
義務化されました。ところが、当時は通
称「電話帳」と呼ばれた分厚く、読むこ
とも困難な報告書が多く作られていまし
た。その後、平成 14（2002）年に答申が
出され、設置基準（省令）から学校教育
法（法律）に格上げされた形で自己点検・
評価が義務付けられるとともに認証評価
が導入されました。
　小泉内閣の時に規制緩和が打ち出さ
れ、内閣府の総合規制改革会議（当時）
などでいろいろと議論されてきましたが、
事前規制である設置基準を緩和し、その
代わりに事後規制方式で大学は認証評価
を受けることが義務付けられました。
　このように、認証評価は、「評価の時代」
とか「質の時代」とか言われていたなかで、
法令に基づいた形でスタートしました。ま
さに、日本型の認証評価は公的に「作ら
れた制度」です。アメリカもアクレディテー
ション団体を政府が認可しているので同
じように見えますが、アメリカ型はまず大
学が集まって自発的に質保証を行い、そ
れを後から連邦教育省が認めるように
なった、いわば「産まれた制度」であり、
日本とは本質的に違います。
　アメリカの評価では「ピア・レビュー」
が重要だと言われています。「お互いに評
価し合う」ということが重要だということ
です。評価文化を定着させるということ
は、「評価される」という考えを「お互い
に評価し合う」という方向にいかに移行
させるかということです。

価機構の立ち上げにあたっては、
様々な議論を経て現在に至ってい

ます。当初は名称を「日本私立大学評価
機構」と決めておりましたが、私立大学
に評価対象を限定しない方向で、名称も
変更してほしいという文部科学省からの要
請もあり、最終的に現在の「日本高等教
育評価機構」になりました。英語名の
JIHEE（Japan Institution for Higher 
Education Evaluation）を決めるときも、
“Evaluation” と “Accreditation” のどちら
に重点を置くのかを議論しました。
　やっと走りはじめた認証評価ですが、
今後は初期の問題点を見直し、充実させ
ていく作業の段階に入ります。『これから』
は「内部質保証」という方向で、大学の
自主的・自律的な評価による質保証が求
められ、その意味では「自己点検・評価
の実質化」が重要となります。自己点検・
評価を基本として、認証評価ではその結
果を検証しアドバイスすることによって大
学の目標達成をサポートすることが求めら
れています。

は、教育行財政学を専門としており
ますが、原点は、学生の頃（昭和

20 年代）に読んだ一冊の本に書かれてい
た “School administration does not exist 
for itself; it is only a means, not an end”
（教育行政はそれ自体のために存在するも
のではない。それは手段であって目的で
はない。）にあります。これと同様に、「内
部質保証」に至るまでの道筋として
“NINSHO HYOKA is only a means, not 
an end”（認証評価はあくまでも手段で
あって目的ではない）と確信しております。
　前述の日本型「作られた制度」とアメ
リカ型「産まれた制度」は、その後の発

展のプロセスの中で相互に接近するように
なってきておりますが、それをできるかぎ
り早く近づける努力をし、認証評価が大
学の「質保証」に資する意義あるものに
発展するよう願っております。
（この論稿は、髙倉顧問・前副理事長の
談話をもとに事務局の伊藤敏弘・井原裕
子が整理したものです）

認 評

私

参考文献

①髙倉 翔　「第二期の認証評価－自己点検・
評価の実質化を－」
IDE　現代の高等教育 No.568　
平成 23（2011）年 2-3 月号

②髙倉 翔　「大学評価－昨日・今日・明日－」
筑波大学教育学系論集　第 36 巻　
平成 24（2012）年 3 月
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評価員養成検討委員会委員長
（平成19（2007）年～現在）、
評価システム改善検討委員会
副委員長（平成18（2006）～
現在）。当機構設立に当たり
大学評価基準の策定に貢献、
設立後は評価員として9大学
（うち団長 8 回）、試行評価 2
大学の評価に携わる。

日本大学文理学部　教授　

羽田積男

前人の熱意と努力を引継ぎ、より良い評価を
　大学院の学生の頃、大学史研究会という有力
な研究会に参加させていただいた時、喜多村和
之先生に呼び止められたことが、私と評価機構
とのそもそもの起点となった。アメリカと日本
の大学の史的研究を続けてきたが、私の世代で
は大学や高等教育の研究を志す人はまだ少な
かった。後に大学研究室の書棚のなかにニュー
ヨーク大学のセルフスタディの書物を発見し、
その分厚い書物をパラパラとめくってみて、日
本にもやがてこのような研究が必要になるだろ
うと直感したのである。そこで私が旗を振り、
「私立大学における教育・研究に関する総合的評
価－日本大学を中心として－」を完成させた。
平成元年のことであった。
　日本私立大学協会のなかに喜多村先生を主幹
とする私学高等教育研究所が誕生し、私も研究
員の末席に連なることになった。先生からまた
声がかかったからである。「大学評価システムの
研究」の部会に入れていただき、その研究をす
すめる間に、私大協の常務理事であった原野幸
康さんと知り合いになった。
　平成15年になると、原野さんを中心とする評価
機構設立の準備のなかで、その準備の出発点と
なるべき評価基準の原案作りが始まったのであ
る。残念ながら喜多村先生は重い病を得て準備

に加われなかったが、私高研の研究員であった
桜美林大学の馬越徹先生が参加して下さり、私
大協の職員であった伊藤敏弘さんと私の 4人が
何回もの討議を重ね、評価基準の原案作りを進
めたのである。それにしても会議のたびに原野
さんに教えていただいた膨大で詳細な私学情報
は、私学に特化した評価基準を構想する際に本
当に役立った。
　このようにして、草創期から今日まで日本高
等教育評価機構と私との関係は途切れることな
く続いている。海外の評価機関や大学に出向き
その評価法や自己評価のあり方を学び、大学評
価員の一員に加わり、評価システム改善検討委
員会や評価員養成検討委員会などにも参加する
ようになった。
　大学評価研究のための大きな指導者であった
喜多村先生、馬越先生そして原野さんはすでに
帰らぬ人になってしまった。残されたのは私で
ある。
　しかし、私には決意がある。先に逝ってしまっ
た先生方の熱意と努力を想いつつ、引続きより
良い大学評価ができるよう日本高等教育評価機
構を支援していきたいと思っている。それゆえ、
三つ子の魂である最初の評価基準を今でも読み
返すのである。

●委員・評価員
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評価システム改善検討委員会
委 員（平 成18(2006)～現
在）。大学機関別認証評価の
評価員として9 大学（うち団
長 7 回）、試行評価 2 大学の
評価に携わる。

評価員を経験して
　日本高等教育評価機構が創立10 周年を迎え
られたことをお慶び申し上げます。私は機構設
立の翌年、平成17年の試行評価から評価員を仰
せ付かり、認証評価活動に従事させていただく
とともに、評価システム改善検討委員会委員と
して新評価システム導入やその改善に向けた検
討の場を与えられております。
　これらの経験から振り返れば私学は、独自の
特色ある「建学の精神」などの教育理念に基づ
く教育研究と所与の経営条件による管理運営を
行っており、それぞれに特長が見られました。
つまり、私学は、実に千差万別なシステムにより

管理運営が行われています。そのため、受審大
学の評価実施に当たっては、実地調査により、
自己点検評価書（旧、自己評価報告書）やエビデ
ンス集などからだけでは得られない、大学固有の
教学・管理運営マネジメントの実態が把握でき
ると考えます。その意味で、私学におけるマネジ
メントの多様性の存在を踏まえた評価活動の重
要性と必要性を強く感じております。
　ボランタリー精神とピア評価に基づく、評価
員としての認証評価活動が受審大学の教育研究
の活性化と管理運営の改善の一助になれば幸い
です。

学校法人鶴学園　広島工業大学
常務理事・副総長　

坂本孝徳

●委員・評価員

●委員・評価員

神戸芸術工科大学　
デザイン学部長

見寺貞子

大学の改革・改善に役立つ効果あり！
　平成 22 年度、私は初めてファッション・ビジネ
ス系専門職大学院認証評価の評価員として実務
に携わりました。評価員とはどのようなことを
するのか。先ずチーム編成がなされ、分野別の様々
な評価基準や評価の視点・方法について学びます。
その後、評価される大学に対し実地調査と面談
を行い、基準項目別と総合的な観点から評価を
行います。　
　私は、他校を評価する中で、おのずと評価校
と本学を比較検証していました。そして自身の
考えが何と利己的で傲慢であったかと気づかさ
れました。大学の質を保証するためには広い視
野を持って大学を観ることが重要なのです。建学

の精神・大学の理念及び使命・目的、教育研究
組織、教育課程、学生、教員、職員、管理運営、財務、
教育研究環境、社会連携、そして最も大切なのは、
大学の社会的責務の基準を明確にし、総合的な
仕組みや考え方の必要性を教職員が共有しなけ
れば、質の保証が保持できないと今更ながら解
りました。
　現在、この時に体験したことを教職員と共有
し合い、自律心を持って、本学の改革・改善に
取り組んでいます。認証評価の目的を実現する
ために、より多くの先生方に評価員として関わっ
て頂くことを望みます。

ファッション・ビジネス系専
門職大学院評価判定委員会
委員（平成22（2010）～現
在）。専門職大学院検討委員
会において評価基準を策定。
その後、評価員を担当。
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●委員・評価員

●出向者・研修員

愛知産業大学経営学部
教授

𠮷田 修

大学教育という文化の共有
　10周年、おめでとうございます。早いもので、
平成18（2006）年に初めて評価員として大学機
関別評価に参加させていただき、第 2 サイクル
の試行評価も含め、昨年度で 9 大学目の大学機
関別評価と初めての短期大学機関別認証評価に
参加させていただきました。こんなに多くの時
間を共有させていただき、心から感謝申し上げ
ます。
　さて、評価員として受審大学を訪問するたびに、
先ず大学関係者の方々に感謝するとともに、私
たちの評価活動が少しでも大学のお役にたてれ

ばと心に念じながら評価活動を行っています。
そして、高等教育に携わる者同士として、評価
活動の中で徐々に大学教育という文化を共有で
きるようになってきたと感じています。この「文
化の共有」こそが、評価機構がこの10年で築き
上げた高等教育に対する最も重要な貢献の一つ
であると思います。
　平成25年度からは、短期大学の機関別評価も
開始されました。次の20 周年に向け、日本高等
教育評価機構の更なる発展を心から祈念申し上
げます。

出向者として平成20（2008）
年4月から平成22（2010）年
3 月まで当機構に在籍。評価
事業部にて評価の実務に携わ
るほか、「大学評価セミナー」の
運営、評価結果の記者発表な
どの業務に従事。

広島経済大学興動館　
課長補佐

石田真英

大学の理想実現に評価機構の役割は大きい
　公益財団法人日本高等教育評価機構10周年、
おめでとうございます。
　今から8年前になるでしょうか、当時日本私立
大学協会に出向していた私は、私大協から評価
機構へ異動（？）するとは露とも思わず、市ヶ谷
の居酒屋で評価事業部部長の伊藤さんや桜美林
大学から出向中だった錦織君などと、認証評価
について話をしたことがありました。認証評価の
趣旨や目的もろくすっぽ知らず「“私”立大学の
評価を“国 ”が義務付けるとはなにごとか」とお
酒の勢いを借りていきり立つ私に、伊藤さんや
錦織君は冷静に認証評価の必要性や重要性を
話してくれました。
　おそらくではありますが、その当時の私立大学
関係者の中には、同じような感情を抱いておら

れる方も多かったのではないでしょうか。
　しかし、現在では認証評価の必要性、重要性
が理解されていることはもちろん「大学の改善・
発展のために」というポジティブな印象に変わっ
てきていると感じます。これもひとえに評価機構
の職員をはじめ、お忙しいなか評価員を引き受け
ておられる先生方が、受審大学と信頼関係を築
きながら真摯に評価業務に取り組んでこられた
からこそだと思います。
　大学改革が叫ばれて久しいですが、教育の質
保証、各大学の特色を生かした取組みや機能分
化など、各大学が目指す理想を実現するために、
評価機構が果たす役割は非常に重要になってい
ると思います。我が国の高等教育の発展のために、
今後の益々の発展を祈念いたします。

評価員養成検討委員会委員（平
成19（2007）～現在）、短期
大学評価判定委員会委員（平
成21（2009）～現在）。8 大
学（団長4回）と1短大（団長）、
1大学の試行評価の評価員を
担当。
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学校法人谷岡学園　
法人本部総務課　チーフ

永藤裕子

成長と感謝の1年
　設立10 周年おめでとうございます。私は平成
22（2010）年度に、谷岡学園から出向し、認証評
価業務に携わりました。大学機関別認証評価の
第 1 期最終年度で、受審校が多く、出向者も多
かったため、評価機構の事務所がとても賑やか
だったことを覚えています。
　出向するまでは「評価＝審査される」という、
どちらかというとネガティブなイメージを持って
いました。しかし、評価業務に携わり、評価の基
準やそれに伴う各種法令の知識、行政指導の基
礎にある法的な含意を理解する中で、認証評価の
本質についても知ることができました。それは、
認証評価は、あくまでも大学の自律的な発展を支
援するためのものであり、大学自身の主体的な自
己評価と改善努力を促すきっかけとするものだと

いうことです。これは、出向したからこそ感じ
られたことだと思います。
　この 1 年間は、評価機構や他大学の出向者の
皆さん、評価員の先生方等、多くの方との新し
い出会いがあり、私自身の視野や考え方を広げ
ることができました。人と人とのつながりの大
切さや温かさを感じ、たくさんの発見や成長の
あった経験に、感謝の気持ちでいっぱいです。
この経験を、これからも大学現場で活かしてい
きたいと思います。
　今後も、評価システムの更なる成熟・発展を
願うとともに、評価機構には、大学現場の意見
に寄り添っていただき、大学の自律的な成長を
後押ししていただくような存在であっていただ
けると嬉しいです。

桜美林大学　
キャリア開発センター

錦織 徹

評価機構で得た二つの財産
　私は平成19年 3月1日から平成23年3月31日
までの 4年1か月の間、評価事業部に出向として
お世話になりました。
　出向者としては非常に長期な部類であったと
思いますが、大変貴重な経験をさせて頂きまし
た。その中で大きく二つの財産を頂戴したと感
じています。
　一つ目は、評価事業を中心とした大学に関する
知識や経験です。評価機構における認証評価の
知識、私立学校法・大学設置基準・学校教育法な
ど大学を取り巻く法規、財務に関する知識、各大
学の先進的な取組みなどを、担当させていただい
た34大学の事例を通しながら学ぶことができま
した。

　二つ目は、他の出向者を含む評価機構の事務
局職員の皆様、役員の先生方、評価員の先生方、
受審大学の皆様などとの出会いです。皆様には
大変よくしていただきました。
　上記の二つのことを通して、様々な角度から
大学を見る視点というものの存在に気づかされ
ました。様々な大学があり、様々な大学人がい
るということを認識できました。色々な側面で
大学に対して興味を持てたことが何よりの財産
と思っております。
　最後となりますが、日本高等教育評価機構の
益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。10周
年おめでとうございます。

出向者として平成22（2010）
年4月から平成23（2011）年
3月まで当機構に在籍。評価
事業部にて評価の実務に携わ
るほか、機関誌の編集業務な
どに従事。

出向者として平成19（2007）
年3月から平成 23（2011）年
3月まで当機構に在籍。評価事
業部にて評価の実務に携わる
ほか、評価実施大学や評価員
へのアンケート調査、評価申
請受付などの業務に従事。

●出向者・研修員

●出向者・研修員
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コラム1 歴代執行役員

財団法人 第１期～第４期
平成16（2004）年11 月25 日～平成24（2012）年3 月31 日

理事長

佐藤　登志郎
副理事長

髙倉　翔
専務理事・事務局長

原野　幸康
平成 20（2008）年
12 月13 日退任

公益財団法人 第１期
平成24（2012）年4 月1 日～

理事長

黒田　壽二
副理事長

髙倉　翔
副理事長

相良　憲昭
常務理事・事務局長

石井　正彦
平成 25（2013）年
7 月1 日就任

平成25（2013）年
6 月27 日退任

平成 24（2012）年
4 月16 日就任
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これまでのあゆみ
当機構の設立構想は平成10（1998）年の大学審議会答申を受けて、検討が始まり
ました。評価システムの調査・研究は平成 12（2000）年に設置された日本私立大学
協会附置私学高等教育研究所を中心に、また、大学評価システム等の具体の検討
は同協会に設置された「大学基準問題検討委員会」等を中心に行われました。
平成 16（2004）年11 月の財団設立後、大学、短期大学、専門職大学院の認証評価
機関として文部科学大臣からそれぞれ認証され、評価を開始しました。
平成 24（2012）年公益財団法人への移行を経て、平成26（2014）年 11月、10 周年
を迎えることとなりました。

平成24（2012）年1月19日
新評価システム説明会の様子
（於：東京・市ヶ谷「アルカディア市ヶ谷（私学会館）」）

平成10
（1998）

平成12
（2000）

平成14
（2002）

平成17（2005）年7月25日
「財団法人日本高等教育評価機構」設立披露会の様子
（於：東京・市ヶ谷「アルカディア市ヶ谷（私学会館）」）

平成17（2005）年7月12日
大学機関別認証評価　認証書受理の様子

平成16（2004）年9月
設立準備室を千代田区九段北へ移転

評価機構前史 年表中は日本私立大学協会＝私大協、私学高等教育研究所＝私高研と表記

年 私大協、私高研 教育界のできごと

3 月 28 日
私大協第112回総会にて附置「私学高等教育研究所」
の設立を決議
4 月
私高研設立（所長：大沼淳、主幹：喜多村和之）
7 月
私高研にて「大学評価システム」の研究開始

10 月 25 日
私大協第117回総会にて私高研「私学評価システム
に関する基本的な考え方の要旨（素案）」報告、第三
者評価機関設立を決議
11 月 18 日
私大協「大学基準問題検討委員会」第 1 回委員会
（担当理事：中原爽、委員長：髙倉翔）

平成16
（2004）

1 月～ 2 月
私大協「大学評価セミナー」にて評価システム
（中間まとめ）発表
6 月 17 日
私大協「大学評価問題検討委員会」第 1 回委員会
（「大学基準問題検討委員会」から改称）
（担当理事：中原爽、委員長：髙倉翔）
9 月
第三者評価機関設立準備室を
東京都千代田区九段北の第 2 星光ビルに移転
10 月 8 日
「財団法人日本高等教育評価機構」設立発起人会開催

10月　
大学審議会答申
「21世紀の大学像と今後の改
革方策について－競争的環境
のなかで個性が輝く大学－」

平成 3
（1991）

2 月　
大学審議会答申
「大学教育の改善について」

7月　
学校教育法、
大学設置基準等改正

8月　
中央教育審議会答申
「大学の質の保証に係る新たな
システムの構築について」

11月　
学校教育法一部改正の
法案可決
（第155 回国会）
（第三者評価義務付け）

12 月
第三者評価機関設立準備室を
東京都千代田区九段南に設置
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年 日本高等教育評価機構 教育界のできごと

平成16
（2004）

11 月 25 日
財団法人日本高等教育評価機構設立許可
佐藤登志郎理事長就任
（髙倉翔副理事長、原野幸康専務理事就任）
11 月 26 日
第 1 回理事会、評議員会開催

平成17
（2005）

7 月 12 日
文部科学大臣より大学認証評価機関の認証
7 月 25 日
「財団法人日本高等教育評価機構」設立披露会開催

9 月 4 日
文部科学大臣より短期大学認証評価機関の認証

1月　
中央教育審議会答申
「我が国の高等教育の将来像」

4月　
第三者評価制度の導入施行
（学校教育法一部改正）

平成20　
（2008）

12 月  
中央教育審議会答申
「学士課程教育の構築に向けて」

平成21
（2009）

8 月  
大学分科会第二次報告
「中長期的な大学教育の在り方
に関する第二次報告」

8 月   
中央教育審議会答申
「新たな未来を築くための大学
教育の質的転換に向けて～生
涯学び続け、主体的に考える
力を育成する大学へ～」

3 月 31 日
文部科学大臣よりファッション・ビジネス系
専門職大学院認証評価機関の認証

平成22
（2010）

1 月
「新評価システム説明会」開催（4 地区）
4 月 1 日
公益財団法人日本高等教育評価機構へ移行
黒田壽二理事長就任
（髙倉翔副理事長、石井正彦常務理事就任）
大学機関別認証評価の新評価システム施行
（自己点検評価の自律性と有効性を高める
 仕組みへ転換、基準の数を11から4へ）

平成24
（2012）

7月1日
髙倉翔副理事長退任に伴い、相良憲昭副理事長就任

平成25
（2013）

4 月
「企画運営会議」を設置
11 月 25 日
創立記念日（10周年）

平成26
（2014）

評価に関連する答申等の主な内容

大学審答申「大学教育の改善について」
・大学設置基準等の大綱化・簡素化と自己点検・評価シ
ステムの導入等を提言
⇒学校教育法、大学設置基準等改正（平成3(1991)
年7月施行）
・自己評価が努力義務化された

大学審答申「21世紀の大学像と今後の改革方策につ
いて」
・大学改革の四つの基本理念と具体的な改革方策を提
言。「多元的な評価システムの確立」として、自己点検・
評価の実施と結果公表の義務化、第三者評価努力義
務化、評価システムの導入等について提言。
⇒学校教育法施行規則改正（平成11(1999)年 3月
施行）
大学設置基準を改正（平成11(1999)年 3月及び9
月施行）
学校教育法、国立学校設置法等を改正（平成12
(2000)年 4月施行）

中教審答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの
構築について」
・第三者評価制度の導入始まる。国の事前規制である
設置認可制度見直し、国の関与は謙抑的としつつ官
民のシステム全体で大学の質を保証－「事前規制から
事後チェックへ」

学校教育法一部改正の法案可決（第155回国会）
・第三者評価義務付け

中教審答申「我が国の高等教育の将来像」
・高等教育の質の保証、高等教育機関の個性・特色の
明確化（機能分化）ほか、重点施策「12の提言」など

中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」
・公的及び自主的な質保証の仕組みの強化、グローバ
ル化等の基本方針、学士課程教育における方針の明
確化など。質保証については、第三者評価制度の定
着と確立を図りつつ、第2期に向けた改善・見直し、
分野別質保証の枠組みづくりなどの課題について言及

大学分科会第二次報告「中長期的な大学教育の在り方
に関する第二次報告」
・公的な質保証システムの再検討とし、設置基準、設
置認可審査、認証評価の3要素についての役割と相
互の関係の検証、制度の課題整理と改善提起など

中教審答申「新たな未来を築くための大学教育の質的
転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育
成する大学へ～」
・「我が国が目指すべき社会像を描く知的な構想力」が
求められている今、知の創造と蓄積を担う自律的な
存在である大学に、未来を形作り社会をリードする
ことが求められていると言及。具体的には、学士課
程教育の質的転換の必要性、教育課程の体系化、高
校教育と大学教育の接続や連携の改善の必要性な
ど。評価機関等が行うべき具体的な改革方策につい
ても言及

評価に関連する答申等の主な内容

大学審答申「大学教育の改善について」
・大学設置基準等の大綱化・簡素化と自己点検・評価シ
ステムの導入等を提言
⇒学校教育法、大学設置基準等改正（平成3(1991)
年7月施行）
・自己評価が努力義務化された

大学審答申「21世紀の大学像と今後の改革方策につ
いて」
・大学改革の四つの基本理念と具体的な改革方策を提
言。「多元的な評価システムの確立」として、自己点検・
評価の実施と結果公表の義務化、第三者評価努力義
務化、評価システムの導入等について提言。
⇒学校教育法施行規則改正（平成11(1999)年 3月
施行）
大学設置基準を改正（平成11(1999)年 3月及び9
月施行）
学校教育法、国立学校設置法等を改正（平成12
(2000)年 4月施行）

中教審答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの
構築について」
・第三者評価制度の導入始まる。国の事前規制である
設置認可制度見直し、国の関与は謙抑的としつつ官
民のシステム全体で大学の質を保証－「事前規制から
事後チェックへ」

学校教育法一部改正の法案可決（第155回国会）
・第三者評価義務付け

中教審答申「我が国の高等教育の将来像」
・高等教育の質の保証、高等教育機関の個性・特色の
明確化（機能分化）ほか、重点施策「12の提言」など

中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」
・公的及び自主的な質保証の仕組みの強化、グローバ
ル化等の基本方針、学士課程教育における方針の明
確化など。質保証については、第三者評価制度の定
着と確立を図りつつ、第2期に向けた改善・見直し、
分野別質保証の枠組みづくりなどの課題について言及

大学分科会第二次報告「中長期的な大学教育の在り方
に関する第二次報告」
・公的な質保証システムの再検討とし、設置基準、設
置認可審査、認証評価の3要素についての役割と相
互の関係の検証、制度の課題整理と改善提起など

中教審答申「新たな未来を築くための大学教育の質的
転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育
成する大学へ～」
・「我が国が目指すべき社会像を描く知的な構想力」が
求められている今、知の創造と蓄積を担う自律的な
存在である大学に、未来を形作り社会をリードする
ことが求められていると言及。具体的には、学士課
程教育の質的転換の必要性、教育課程の体系化、高
校教育と大学教育の接続や連携の改善の必要性な
ど。評価機関等が行うべき具体的な改革方策につい
ても言及

これまでのあゆみ
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　以下、本文では日本私立大学協会を「私大協」、私学高等教育研究所を「私高研」
　と表記しています。

       

　自己点検・評価システムの導入は、平成3（1991）年2月の大学審
議会答申「大学教育の改善について」において大学設置基準等の
大綱化・簡素化とともに提言され、これを受けて、同年7月施行の
大学設置基準の改正により大学の自己点検・評価が努力義務化さ
れました。 
　平成10（1998）年10月の大学審議会答申「21世紀の大学像と今
後の改革方策について」では、大学改革の四つの基本理念と具体的
な改革方策がうたわれ、その一つとして「多元的な評価システムの確
立」が提言され、自己点検・評価の実施と結果の公表を義務化する
とともに、学外者によるその結果の検証が努力義務化されました。 
　平成14（2002）年 8月の中央教育審議会の答申「大学の質の保証
に係る新たなシステムの構築について」では、我が国の高等教育の
向上と国際競争力の強化を目指すための質の保証や第三者評価制
度の導入が提言されました。同年11月、第155回臨時国会におい
て学校教育法が改正され、国公私を問わず全ての大学、短期大学及

び高等専門学校並びに専門職大学院に対し第三者評価機関によ
る評価を義務付ける制度が定められました。 
　これにより大学は、教育研究、組織運営及び施設設備の状況につ
いて自ら点検・評価を行い、その結果を公表することに加えて、政令
で定める期間（7年以内、専門職大学院は5年以内）に文部科学大
臣の認証を受けた「認証評価機関」による評価を受けることが定め
られ、この施行日は平成16年（2004）4月1日となりました。

　当機構の設立母体である私大協（大沼淳会長）は、平成10（1998）
年の大学審答申を踏まえて、平成12（2000）年 4月に学校法人とそ
の設置する私立大学を中心とする我が国の高等教育のあり方、社会
的役割等について調査・研究を行うとともに、私大協の政策立案及
び我が国の高等教育の発展に寄与することを主たる目的に、附置
の私高研（大沼淳所長、喜多村和之主幹）を設置しました。 
　私大協に附置された私高研は、おおよそ我が国の高等教育のあり
方、特にその大層を担う私立大学の振興方策の基本課題（時局課題
をはじめ中・長期課題を含む。）を研究するとともに、私学高等教育
研究者の結集を図り、今後の私学政策の研究促進を目的に設立され
ましたが、当時の喫緊の課題は、大学の設置とその水準維持方策を
巡り「事前規制から事後チェックへ」の改革基調のもとでの「自己点
検・評価の充実」と「第三者評価システムの導入」問題でありました。 
　私大協の度重なる理事会でも、この問題は協議・審議が繰返さ
れました。私立大学の特性に配慮するとともに、私学の個性・特色

第三者評価義務付けまでの経緯
私大協による“私学の特性に配慮した” 
第三者評価機関設立構想

（平成3（1991）年～平成16（2004）年） （平成12（2000）年～平成14（2002）年）

私高研　喜多村和之 前主幹
平成13年（2001）年5月
私高研 公開研究会で講演する喜多村主幹

　日本高等教育評価機構は、日本私立大学協会を母体
として設立され、評価システムは同協会附置機関の私
学高等教育研究所の研究成果が基本的な考え方となっ
ています。現在は、大学、短期大学、ファッション・ビ
ジネス系専門職大学院の評価を行う認証評価機関とし
て文部科学大臣から認証され評価を実施しています。

評価機構の前史・本史



第2 章　 10年の軌跡
評価機構の前史・本史

019

（建学の精神、目的・目標）を重視し、その取組みを鼓舞激励する形
での多元的な新しい評価制度の創設、つまり、私立大学の多様性、
そのダイナミズムを正しく評価し激励する「評価システムの形成」と
これを核とした「第三者評価機関の設立」により、新たな評価文化の
創造を目指す始動でありました。
　平成12（2000）年7月、私大協は私高研に「私学の特性に配慮し
た評価システムのあり方」についての調査・研究を委託し、私高研は
これを受けて直ちに「私立大学の第三者評価システムのあり方に関
する比較研究」を行う大学評価研究プロジェクトチームを立上げ、喜
多村主幹を中心に研究が進められました。同年 8月には第三者評価
をテーマとした公開研究会を開催し、平成13（2001）年には海外の
第三者評価の手法や基準などを研究すべく、韓国やヨーロッパの
評価機関や関係学会、大学などへの訪問調査を行いました。 平成
14（2002）年の米国大学評価調査は、喜多村主幹のほか、私高研の
羽田積男研究員、鋤柄光明研究員、伊藤敏弘主任が参加し実施さ
れました。この調査団は米国最古の評価団体であるニューイングラ
ンド基準協会の実地調査にオブザーバーとして参加し、実際の評
価を体験しました。この調査・研究は、後の評価システムの基本的
考え方となっています。 
　更に、海外から評価の専門家を招へいして講演会を行うなど研究
を重ね、私高研がこれまでの研究成果を「私学評価システムに関する
基本的な考え方の要旨（素案）」としてまとめ、私大協総会（同年 10
月）へ提案しました。 
　この要旨には、次のような内容が盛込まれており、現在の当機構の
評価システムの原点となっています（24、25ページに同要旨の全文を
掲載）。 

　①受身的な評定から建設的な自己研究・自己診断への転換　
　②私学の特性に適合した固有の評価システムの必要性
　③大学による「自己研究・診断」＋新設の第三者機関による評価
　　との組合せによる大学と社会の双方の信頼性の獲得
　④評価者の人材を養成し、可能な限り定性的評価を重視する　
　⑤評価基準等については中央規制型から自己開発型を求める
　⑥各大学が重視する機能に応じた評価モデルを通じて評価する
　⑦学習者の意見を反映した自己研究・診断を実施する
　⑧新設の第三者評価機関の性格の骨子 
　私大協は、この提案を受け、私立大学の特性に配慮した認証評価
機関が必要であるとの結論に達しました。

　私大協では、私高研が提案し総会で承認された「基本的な考
え方の要旨」を受け、第三者評価機関の設立に向けた具体的な
検討を行うため、平成 15（2003）年に大学基準問題検討委員会
（中原爽担当理事、髙倉翔委員長、名簿は 26 ページ参照）を設置
して準備が進められました。 
　その結果、平成 15（2003）年 10月開催の私大協総会において
「私学に特化した第三者評価機関の設立へ向けて（中間まとめ）」
及び「財団法人 日本私立大学評価機構寄附行為（試案）」が中原
担当理事、髙倉委員長、原野幸康私大協常務理事から提案され、
承認されました。
　同中間まとめでは、私学関係者主体による評価（ピア・レビュー）

私大協「大学基準問題検討委員会」による
第三者評価機関設立に関する検討開始 

平成14 年（2002）年3 月　米国調査団集合写真（サンフランシスコ） 平成15 年（2003）年3 月　大学基準問題検討委員会の様子

（平成15（2003）年～平成16（2004）年）

　日本高等教育評価機構は、日本私立大学協会を母体
として設立され、評価システムは同協会附置機関の私
学高等教育研究所の研究成果が基本的な考え方となっ
ています。現在は、大学、短期大学、ファッション・ビ
ジネス系専門職大学院の評価を行う認証評価機関とし
て文部科学大臣から認証され評価を実施しています。

評価機構の前史・本史
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評価機構の前史・本史

平成18 年（2006）年3月31日　
記者会見で評価結果の概要を説明する原野専務理事

構」が発足、佐藤登志郎理事長、髙倉翔副理事長、原野幸康専務
理事の執行体制のもと法人の運営がスタートしました。

　平成17（2005）年1月、事務局には、私大協の職員3人が転籍し、
新たな体制のもと、大学等の評価を行う認証評価機関を目指し
て準備を進めました。同年 1月から2月にかけて、私大協の七つ
の地区において「大学評価セミナー」を開催しました。これは、施
行されて間もない認証評価制度について説明し、大学関係者の
認識を深めるとともに、情報を共有し理解を得ることが目的でし
た。平成17（2005）年 4月からは、大学を構成員とする会員制度が
発足し、募集を開始したところ、同年度内に約240校の大学が会
員となりました。 
　更に、文部科学省の調査研究委託事業の一環として、平成17
（2005）年2月には金沢工業大学と文化女子大学の協力を得て試
行評価の実地調査を実施し、評価システム案の実行可能性につ
いて検証するとともに、その結果に基づき必要な修正を行いまし
た。 同年2月から3月にかけては米国大学評価調査団を派遣し、
評価員養成に関わる諸事項及び判定基準等を中心に調査研究を
行いました。
　これらの試行評価等の検証結果を生かして評価システムを最
終的に調整し、平成 17（2005）年 4月に文部科学大臣へ認証評価
機関としての申請を行い、その結果、同年7月12日付けで大学評
価を行う認証評価機関としての認証を受け、学校教育法に基づく
認証評価を実施することになりました。 

評価システムの構築と
「認証評価機関」認証までの道のり

（平成17（2005）年～）

や地域性に配慮した評価、評価機関と大学間とのコミュニケー
ションを重視することなどの特徴が示されています。 
　平成 16（2004）年度からは「大学基準問題検討委員会」を「大
学評価問題検討委員会」（名簿は 26ページ参照）と改称して、寄附
行為ほか組織体制、評価システム等について継続して審議を行うと
ともに、同委員会では私高研の馬越徹研究員（桜美林大学教授）
及び羽田積男研究員（日本大学教授）の協力のもと作成された実
施大綱（案）及び評価基準（案）等を中心に協議が行われました。
　なお、私高研では、喜多村主幹の後任として、平成16（2004）年
10月、瀧澤博三氏（帝京科学大学顧問）が主幹に就任しました。 

　第三者評価機関設立準備室が、私高研と同じ東京都千代田区
九段南のビル内に設置され、設立申請のための準備を鋭意進め、
平成 16（2004）年 3月の総会において財団の寄附行為、事業計画、
予算等が決定をされました。 5 月からの文部科学省との折衝のな
かで財団名の変更の要請があり、同年9月の私大協理事会で財団
の名称が「日本高等教育評価機構」と最終的に決まり、直ちに10
月 8日に財団法人日本高等教育評価機構設立発起人会を開催しま
した （設立発起人名簿は 26ページ参照）。
　平成 16（2004）年 9月には、設立準備室を私高研とともに千代田
区九段北の第 2星光ビルに移し、評価事業に対応しうる事務所を
整備しました。
　同年10月19日に文部科学大臣へ財団設立の申請を行い、11月
25日に設立許可を受け、正式に「財団法人日本高等教育評価機

設立準備室設置から財団法人発足までのあゆみ 
（平成15（2003）年～平成16（2004）年）

平成16 年（2004）年12月1日付 教育学術新聞（日本私立大学協会発行）
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公益財団法人移行後の事務局のエントランス
平成21年（2009）年9 月4日　
短期大学機関別認証評価　認証書受理の様子

 
　当機構の会員大学のうち、約6割の大学が法人内に短期大学
（部）を設置しており、これらの大学からは、大学・短期大学につ
いて同一の評価機関により同時に評価を受けたいとの要望が出て
きました。当機構では、これを受けて、新たに短期大学認証評
価検討委員会を設置して検討を重ね、平成21（2009）年 4月に文
部科学大臣に認証を申請し、同年9月4日付けで短期大学機関
別認証評価機関として認証されました。
　更に、専門職大学院を持つ大学院大学から、ファッション・ビ
ジネス分野の専門職大学院の認証評価を受けたいとの要望があ
り、専門職大学院認証評価検討委員会を設置して検討を重ね、
平成21（2009）年10月に文部科学大臣に認証を申請し、平成22
（2010）年3月31日付けでファッション・ビジネス系専門職大学院
認証評価機関として認証されました。
　平成16（2004）年度から始まった機関別認証評価は、平成22
（2010）年度をもって最初の7年サイクルが終わりました。これを機
に、平成23（2011）年度にこれまでの経験を踏まえて、大学の自
主的な質保証機能を高めることを目的に実施大綱及び評価基準
の大幅な見直しを行いました。この新システムでは、単に認証評
価のための自己点検・評価ではなく、大学の自主的な質保証のた
めの本来的な自己点検・評価の一環として明確に位置付けるととも
に、評価基準を基本的・共通的な事項に限定し、大学自らの使命・
目的に即した自己点検・評価項目を加えるように求めています。こ
の評価システムは、平成24（2012）年度から実施しています。

 

　平成20（2008）年12月、公益法人制度改革に関わる法律が施
行され、従来の公益法人（特例民法法人）は、5年以内に新公益（認
定）法人又は一般法人へ移行することが義務付けられました。当
機構の行う認証評価事業は公正かつ的確性が求められ、社会の
信頼の上に成立つ極めて公益性の強い事業であり、公益法人に
移行することにより社会的信頼性が向上し、評価対象校の発展・
向上にも寄与するものと考え、平成21（2009）年12月、当機構理
事会において公益財団法人への移行を決定しました。
　更に、移行のために必要な組織変更、定款、諸規定の整備等
の要件を整え、平成23（2011）年10月に内閣総理大臣に公益財
団法人への移行認定を申請し、翌年3月22日付けで公益財団法
人として移行認定されました。
　平成24（2012）年 4月1日付けで公益財団法人移行登記、財団
法人解散登記を行い、黒田壽二理事長、髙倉翔副理事長、石井
正彦常務理事の新体制のもと、「公益財団法人日本高等教育評
価機構」がスタートしました。なお、平成25（2013）年7月、髙倉
副理事長の退任に伴い、相良憲昭が副理事長に就任しました。 
　平成16（2004）年11月に財団を設立し、平成17（2005）年7月認
証評価機関の認証を得て認証評価事業を開始し、平成24（2012）年
4月には公益財団法人として認証されるなどの経緯を経て、平成
26（2014）年11月、10周年を迎えることとなりました。10周年を機に、
同年4月、当機構理事会のもとに「企画運営会議」を設置し、今
後の当機構のあり方と役割等について審議することとしています。

短期大学、専門職大学院の認証と
評価システムの大幅な見直し 公益法人への移行と新体制での新たなスタート

（平成21（2009）年～平成26（2014）年）（平成21（2009）年～平成24（2012）年）
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公益財団法人への移行

　平成 20（2008）年12月1日から施行された公益法人制度改革
三法により、従来の財団（社団）法人は一般財団（社団）法人又
は公益財団（社団）法人への移行が義務付けられました。公益
財団法人には、一般財団法人の認可要件や遵守事項等に加え、
認定基準、財政的基盤、行政庁の監督など多くの規制等が求め
られ（表１）、社会的信頼性や事業の公共性を有することが認定

の条件とされています。
　このようなことから、認証評価事業は、公正かつ的確性が求め
られ、社会の信頼の上に成立つ極めて公益性の強い業務であり、
公益財団法人へ移行することにより、当機構の行う認証評価事業
の社会的信頼性がより一層向上するものと考え、平成 21（2009）
年 7月に「公益財団法人移行検討委員会」を設置し、公益目的
事業実施上の諸問題への対応や定款作成方針等について審議
し、「公益財団法人への移行スケジュール」（表 2）のとおり必
要な手続きを経て、平成 24（2012）年 4 月 1 日に公益財団法人
へ移行しました。

内閣府公益認定等委員会「新しい公益法人制度に係る質問への回答（FAQ）」より

表1　一般社団・財団法人と公益社団・財団法人の比較

公益法人認定法第5条の認定
基準に適合すること。公益法人
認定法第 6 条の欠格要件に該
当しないこと。

表2　公益財団法人への移行スケジュール

年月

21.7.3

21.9.16

21.12.11

議決・承認等機関

公益財団法人移行
検討委員会

理事会・評議員会

22.2.2

22.3.15

22.6.28 理事会・評議員会

22.11.12

最初の評議員選定委員会22.12.3

理事会・評議員会

23.1.19 理事会・評議員会

23.2.15 理事会・評議員会

23.6.29 理事会・評議員会

24.3.22

23.10.3

24.4.1

公益財団法人移行
検討委員会

内容

1. 新定款（素案）
2. 当機構に関する問題等

1. 公益財団法人移行及びスケ
　ジュールの承認
2. 最初の評議員の選任方法案
　　の承認

文部科学省へ最初の評議員選
任方法について認可申請

1. 定款素案

認可の方法による最初の評議
員の選任

移行認定申請書、関係書類の承認

1. 最初の評議員決定報告
2. 新定款案の審議

公益財団法人への移行登記（特
例法人解散、公益財団法人設立）

1. 評議員、理事、監事の新定数
　の決定
2. 最初の評議員選定委員の選任

1. 最初の評議員の候補者の選出
2. 新理事及び新監事の選任
3.代表理事の選定

文部科学省より同上の認可を
取得

新定款案の承認

内閣府へ移行認定申請書提出

内閣府より移行認定通知

24.3.26 諸規則案の承認

比較事項 一般社団・財団法人

設立の登記。

公益社団・財団法人

成立・認定の
要件

適法であれば制限なし。ただし、
公益目的事業を費用で計って
50％以上の比率で実施する必
要あり。

すべての公益社団・財団法人が
特定公益増進法人となり、公益
法人認定法上の公益目的事業
は法人税法上の収益事業から除
外され非課税となるなどの措置
が定められている。

一般社団・財団法人法の規律
に加え、収支相償、公益目的事
業比率50％以上、遊休財産規制、
一定の財産の公益目的事業への
使用・処分、理事等の報酬等
の支給基準の公表、財産目録等
の備置き・閲覧・行政庁への提
出等。

行政庁（委員会）による報告徴
収、立入検査、勧告・命令、認定
の取消しあり。

適法であれば制限
なし。

実施できる
事業

一般社団・財団法
人法の規律のみ。

業務・運営全体に
ついての一律的監
督なし。

遵守事項

監督

一部の一般社団・
財団法人について
収益事業のみに課
税するなどの措置
が定められている。

税制

移行への経緯

　日本高等教育評価機構は、認証評価事業の社会的
信頼性が向上するものと考え、組織、規定等の整備を
図り、平成24（2012）年4月1日付けで公益財団法
人へ移行しました。
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....................................................................................................................

　公益財団法人へ移行したことにより、評議員会の位置付けが
大きく変わりました。これまで理事会の諮問機関であり、任意の
機関として設置されていた評議員会は、いわゆる公益法人制度
改革三法では公益財団法人に必置の機関と定められています。

評議員会の最も重要な職務として「理事及び監事並びに評議員
の選任又は解任」ができることから、公益財団法人における最
高意思決定機関であると言えます。
　更に当機構では、認証評価（公益目的事業）の充実に資するた
めに、平成26（2014）年4月1日から新たに「企画運営会議」を
設置し、当機構の目的及び将来構想並びに当機構の評価システム
の見直し改善及び今後の方向性等を審議する体制を整えました。

　「民間非営利部門の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な
問題に対応すること」を目的とし、明治以来 100 年以上続いた公益法人に関する
法制度を抜本的に改めたものです。
　平成 18（2006）年 5 月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律」の公益法人制度改革三法が成立し、平成20（2008）年
12月1日から施行されました。

組織図

財団法人 日本高等教育評価機構 組織図 公益財団法人 日本高等教育評価機構 組織図

移行に伴う組織の整備

公益法人制度改革とは

【評議員会】

【事務局】

評議員
12～18人

総務部
評価事業部
評価研究部

事務局長

【会 議】

企画運営会議

【委員会】

【理事会】

理事
12～18人

理事長
副理事長
常務理事

監　事
2人

大学評価判定委員会

短期大学評価判定委員会

ファッション・ビジネス系
専門職大学院評価判定委員会

公益財団法人への移行前は、理事会の諮問機関
としての位置付けでしたが、移行後は、理事会に
よる法人運営を監視する役割を担っています。

当機構の目的及び将来構想並びに評価シ
ステムの見直し改善等を審議する機関とし
て、平成 26(2014) 年 4 月 1 日から新た
に設置されました。

【事務局】

総務部
評価事業部
評価研究・
開発部

事務局長

【理事会】

理事
15～20人

理事長
副理事長
専務理事

監　事
3人

【委員会】

【評議員会】

評議員
30～40人

大学評価判定委員会

ファッション・ビジネス系
専門職大学院評価判定委員会

運営審議会

短期大学評価判定委員会
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コラム2 私学評価システムに関する基本的な考え方の要旨（素案）

私高研「大学評価研究プロジェクトチーム」（研究代表者 喜多村和之氏）が
平成14（2002）年 10 月、私大協第 117回総会で発表した「私学評価システム
に関する基本的な考え方の要旨（素案）」の全文（原文）を掲載します。

１ 評価の観念の転換―受身的な評定から建設的な自己研究・
　自己診断へ
　大学の質の維持・向上は、第一義的に大学自身の責任である。
大学評価とは組織や機能の価値の評定や格付けを一方的に受け
るべきものではない。本来の設置目的を達成するために自律的・
自主的な自己研究・診断を通じて、質の向上・改善を実現する
ための自律的で建設的な手段である。同時に大学はその質の信
用を公正な第三者機関によって保証されることを通じて、社会
的責任に応える重要な責務がある。評価は目的ではなく手段で
あり、受身的な評定から、建設的かつ自己開発的な営みへと、
従来の評価の観念を転換する必要がある。
２ 私学の特性に適合した固有の評価システムの必要性
　規模および機能において日本の高等教育の圧倒的な部分を占
める私学部門の質的向上のために、私学固有の特性に適合した
評価システムを形成する必要がある。一元的な評価システムや
国公私共通の評価基準となっている既存の評価機関の基準およ
び方法等では、極度に多様化した多彩な私学の実態にはかなら
ずしも適合しない。私学の全体的な質の底上げがはかられるこ
となくしては、日本の高等教育全体の質の向上はあり得ず、私
学高等教育の質の充実・改善を実施すべき第一義的な責任は、
外部社会の支持のもとで、まず私学高等教育機関の主体的努力
なくして達成することは不可能である。そのためには私学の特
性に適合した固有の評価システムが不可欠である。
３ 大学による「自己研究・診断」＋新設の第三者機関による評価
　との組み合わせ
　まず、大学の自発的・自律的な「自己研究・診断」を基本とし、
学校の個性、特色、重点方針、ユニークな目的、建学の精神等、
私学の自由を可能なかぎり生かした自己研究・診断を実施する。
その結果にもとづいて第三者機関が実地訪問調査のうえ、共通
の項目に対して、独自の基準にもとづいて、第三者機関として
の評価をおこない、社会にその質の水準を保証する。このよう
に、大学による自律的自己診断と第三者機関による社会的評価
との組み合わせによって、大学と社会の双方の信頼性を獲得す
ることを目指す。
４ 可能なかぎり定性的評価を重視する
　私学の個性や特色を評価の対象とする以上、可能な限り質的
な側面の評価を判定でき、しかも内外から信頼されるに足る評
価体制の充実が不可欠である。評価者には質の評価を適切に行
える能力が要求される。それゆえ評価者はたんに教育・研究・
経営に通じた大学関係者のみならず、評価の経験者、評価の専
門家や実務者等の専門的判断を必要とし、そのためには大学関
係者の有志をはじめ多彩な人材を養成する必要がある。また評
価にかかわる者（自己研究・診断に従事する大学関係者や第三

者評価に関与する者もふくむ）は、予め評価の専門知識や実務に
関する研修を受ける必要がある。
５ 中央規制型基準から自己開発型基準へ
　万人のための高等教育システムへと移行しつつある 21 世紀
の極度に多様化したユニバーサル型高等教育の時代には、評価
基準は全国一律に規定されている法令や既存の諸基準等の規範
に求めるよりは、私学の自由にもとづく学校の個性、特色、建
学の精神など内のミッションや教育目的に求めるべきである。
そのための評価項目や基準、ガイドラインは、可能なかぎり大
学の自由な発想や革新を奨励するために、大学の自由な発想を
妨げないよう、簡素かつ大綱的なものにとどめる必要がある。
ただし、自己研究・診断のための評価項目は第三者評価機関の
定める評価項目をカバーするものでなければならない。
６ 重視する機能に応じた評価モデルを通じて評価する
　大学は教育（知の伝達）、研究（知の創造・発見）、社会サー
ビス（知の応用）等の基本的機能を営む複合的な組織体である。
そのすべての機能を同時かつ一律に統合的な評価をする場合も
あり得るが、大学の個性や特徴に、各大学が重視しあるいは希
望する機能ごとに固有の項目や基準にもとづいて評価する方法
も考えられる。たとえば教育評価と研究評価とは分離しておこ
なうことができるようにする方が、大学の個性や重点方針を評
価するには適当な場合がある。本評価システムでは、各大学が
いずれかの機能を重点とした評価を希望するかによって異なる
評価基準や方法を選んだり、両者を組み合わせたりすることが
できる。
　たとえば以下のような選択肢が考えられる。
　　(a) 統合機能型評価モデル――――教育、研究、サービスの
　　    統合的機関としての大学
　   (b) 教育機能型評価モデル――――教育機関としての大学
　   (c) 研究機能型評価モデル――――研究機関としての大学
   　(d) 社会サービス型評価モデル――社会との連携・応用・　       
　　　　サービス機関としての大学
７ 学習者の意見を反映した自己研究・診断を実施する
　大学の自己研究・診断を実施するにあたって、大学の目的に
応じて、その主たる対象の学習者やステークホルダーからの
フィードバックを反映することが必要である。たとえば、教育
機能型評価モデルを中心とした大学の機関評価を行う場合に
は、教育の提供者の自己研究・診断のなかに、その教育を受容
ないし活用している学習者やその他の利害関係者の意見や満足
度等の評価情報をもりこんだ上でおこなわれる必要がある。教
育とは教員と学生との相互作用（教授・学習過程）を通じて形
成されるもので、その質を実質的に決めるのは両者だからであ
る。両者の評価結果が統合されてはじめて自己研究・診断の作
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財団法人 日本高等教育評価機構 設立発起人名簿

日本私立大学協会に設置された第三者評価機関設立のための委員会

担当理事　中原　爽　　　日本歯科大学
　委員長　髙倉　翔　　　明海大学　
　　委員　森本　正夫　　北海学園大学
　　委員　工藤　寛　　　東北工業大学
　　委員　佐藤　東洋士　桜美林大学
　　委員　佐藤　登志郎　北里大学
　　委員　清水　司　　　東京家政大学
　　委員　廣川　利男　　東京電機大学
　　委員　齋藤　諦淳　　武蔵野大学
　　委員　黒田　壽二　　金沢工業大学
　　委員　小出　忠孝　　愛知学院大学
　　委員　小林　素文　　愛知淑徳大学
　　委員　森田　嘉一　　京都外国語大学
　　委員　高木　英明　　京都光華女子大学
　　委員　中井　真孝　　佛教大学
　　委員　佐川　寬典　　大阪歯科大学
　　委員　石田　恒夫　　広島経済大学
　　委員　中村　量一　　中村学園大学
　　委員　原野　幸康　　日本私立大学協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19人）　　

大学基準問題検討委員会 委員名簿

担当理事　中原　爽　　　日本歯科大学
　委員長　髙倉　翔　　　明海大学
　　委員　森本　正夫　　北海学園大学
　　委員　香川　達雄　　女子栄養大学
　　委員　佐野　博敏　　大妻女子大学
　　委員　佐藤　東洋士　桜美林大学
　　委員　佐藤　登志郎　北里大学
　　委員　吉田　泰輔　　国立音楽大学
　　委員　大橋　秀雄　　工学院大学
　　委員　清水　司　　　東京家政大学
　　委員　廣川　利男　　東京電機大学
　　委員　齋藤　諦淳　　武蔵野大学
　　委員　黒田　壽二　　金沢工業大学
　　委員　小出　忠孝　　愛知学院大学
　　委員　小林　素文　　愛知淑徳大学
　　委員　後藤　淳　　　愛知工業大学
　　委員　森田　嘉一　　京都外国語大学
　　委員　高木　英明　　京都光華女子大学
　　委員　中井　真孝　　佛教大学
　　委員　佐川　寬典　　大阪歯科大学
　　委員　石田　恒夫　　広島経済大学
　　委員　中村　量一　　中村学園大学
　　委員　西村　駿一　　別府大学
　　委員　原野　幸康　　日本私立大学協会
　　　　　　　　　　　　　　      　  （24人）

大学評価問題検討委員会 委員名簿

評価機構設立の関係者
所属・役職は就任当時のものです。

大沼　淳
森本　正夫
工藤　寛
佐藤　登志郎
廣川　利男
中原　爽
黒田　壽二
小出　忠孝
森田　嘉一
石田　恒夫
西村　駿一

文化女子大学理事長・学長
北海学園大学理事長
前東北工業大学理事長
北里大学名誉学長・学園相談役
東京電機大学学園長
参議院議員、日本歯科大学理事
金沢工業大学学園長・総長
愛知学院大学学院長・学長
京都外国語大学理事長・総長
広島経済大学理事長・学長
別府大学理事長

（11人）
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